
2020年
（2020年１月１日時点で
保有するものが課税対象）

2021年
（2021年１月１日時点で
保有するものが課税対象）

2022年
（2022年１月１日時点で
保有するものが課税対象）

土地
【固定資産税・
都市計画税】

事業用家屋
【固定資産税
・都市計画税】

償却資産
（機械・設備等）
【固定資産税】

2020年
猶予分の支払い

大
企
業

中
堅
企
業

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者

【お問い合わせ先】 中小企業税制サポートセンター ：03-6281-9821

固定資産税等の軽減の全体像
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2021年分の支払い

2020年
猶予分の支払い

2022年分
の支払い

2021年分
ゼロ又は１／２（※２）

納税猶予（※１）
（無担保・延滞税なし）

2020年
猶予分の支払い

2022年分
の支払い

納税猶予（※１）
（無担保・延滞税なし）

2021年分
ゼロ又は１／２（※２） 2022年分

の支払い

納税猶予（※１）
（無担保・延滞税なし）

固定資産税・都市計画税について、要件を満たした場合に、納税が猶予・軽減されます。

対象
資産

・対象資産：2020年４月30日～2023年３月31日ま
でに取得したもの。
・先端設備等導入計画の提出が必要です。

・対象資産：2017年～2023年３月31日までに取得したもの
（2020年４月30日以降に取得した構築物も対象）

・先端設備等導入計画の提出が必要です。

支払い
時期

新規取得した場合の固定資産税 最大ゼロ

新規取得した場合の固定資産税 最大ゼロ

（※１） 納税猶予の要件
→ 2020年２月～納付期限までの任意の１ヶ月以上の収入が

前年同期比概ね20％以上減少

（※２） 軽減・免除の要件
→2020年２～10月までの任意の連続する３ヶ月の事業収入が対前年減少率
・50％以上減少 ： ゼロ
・30％以上50％未満 ： 1/2
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1．固定資産税・都市計画税の減免
中小企業・小規模事業者（個人事業者も含みます）の保有する建物や設備等の
来年度（2021年度）※の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅
に応じ、ゼロまたは1／2とします。
※2020年の固定資産税・都市計画税は、１年間納税猶予される場合があります。詳細はP66をご覧ください。
※市町村への申告前に、認定革新等支援機関等※の確認を受ける必要があります。
※市町村への申告期限は、原則２月１日迄です。締め切り後の提出についても、やむを得ない理由があると市町
村が認める場合には、期限後の申告も認められる可能性がありますので、申告先の市町村までご確認ください。

【お問い合わせ先】 中小企業税制サポートセンター ：03-6281-9821

固定資産税等の軽減

２．固定資産税の特例（固定ゼロ）の拡充・延長
現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定
める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が減免されますが、今般、本特
例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年３月末
までとなっている適用期限を２年間延長します。※門や塀、看板（広告塔）や受変電設備など。
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＜減免対象＞ ※いずれも市町村税（東京都23区においては都税）
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

（通常、取得額または評価額の1.4％）
・事業用家屋に対する都市計画税（通常、評価額の0.3％）

2020年２月～10月までの任意の連続する
３ヶ月間の収入の対前年同期比減少率 減免率

５０％以上減少 全額
３０％以上５０％未満 ２分の１

中小企業
（先端設備等導入計画の策定）

申請 認定

国
（導入促進指針の策定）

市町村
（導入促進基本計画の策定）

協議 同意

対象
地域

全国1,646自治体（うち1,642がゼロ（2月末時点））
※導入促進基本計画の同意を受けた市町村

対象
設備

機械装置・器具備品などの償却資産
※旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上するもの

事業用家屋と構築物を対象追加
• 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設

備等とともに導入されたもの
• 構築物は、旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上する

もの
※既に「先端設備等導入計画」の申請をしている方は、計画を変更し、

事業用家屋と構築物の導入について同計画中に位置付ける必要があります。

特例
措置

固定資産税（通常、評価額の1.4％）について、
投資後３年間、ゼロ～1／2に軽減

※軽減率は各自治体が条例で定める
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※賃料を割り引いたり、支払いの延期に応じた結果、事業収入が減少した中小事業者も対象です。

申請者

認定革新等
支援機関等※

市町村

事前
確認

申告

※認定革新等支援機関等とは
①認定経営革新等支援機関
②商工会・商工会議所・中央会
③税理士・税理士法人、公認会計士・監査法

人、中小企業診断士、青色申告会連合会、
青色申告会

shintoh-y2ks
四角形



 「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等
が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場
合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支
援などの支援措置を活用することができます。

「先端設備等導入計画」の概要

2

【支援措置】
 生産性を高めるための設備を取得した場合、
固定資産税の軽減措置により税制面から支援
（地方税法に基づき課税標準を３年間ゼロ～
１／２間で市町村の定める割合に軽減）

 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
（信用保証）

 認定事業者に対する一部の補助金における優
先採択（審査時の加点）

事前確認
（必須）

認定経営革新等支援機関
例 ・商工会議所・商工会・中央会
・地域金融機関
・士業等の専門家 等

先端設備等導入計画
申請事業者

（中小企業者（詳細右図））

申請 認定

経済産業大臣
（導入促進指針の策定）

市区町村
（導入促進基本計画の策定）

協議 同意

○認定を受けられる「中小企業者」の規模
（中小企業等経営強化法第2条第１項）

業種分類
中小企業等経営強化法第2条第１項の定義

資本金の額又は
出資の総額

常時使用する
従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

小売業 5千万円以下 50人以下

サービス業 5千万円以下 100人以下

政
令
指
定
業
種

ゴム製品製造業* 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業又は
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下

旅館業 5千万円以下 200人以下

*自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製
造業を除く
（注）税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

〇先端設備等導入計画のスキーム

又は
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「先端設備等導入計画」の内容

3

 中小企業者が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画
を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定
を受けることができます。今般、本特例の対象設備に、事業用家屋と構築物を追加するとともに、2021年3月
末までとなっている適用期限を2年間延長。

主な要件 内容

計画期間 ３年間、４年間又は５年間

労働
生産性

計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均３％以上
向上すること *直近の事業年度末

先端設備
等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供され
る下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、

ソフトウエア、事業用家屋、構築物

計画内容

○導入促進指針及び導入促進基本計画※に適合するものである
こと

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれる
ものであること

〇認定経営革新等支援機関（商工会議所、商工会等）において
事前確認を行った計画であること

（営業利益＋人件費＋減価償却費）
労働投入量

（労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間）

〇算定式

※市町村によって、対象設備及び地域等が異なる場合あり

〇先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者

経営革新等
支援機関

市区町村

①事前
確認依頼

②事前
確認書発行

③計画
申請

④計画
認定

先端設備等
導入計画

〇先端設備等導入計画の認定フロー

⑤設備取得

shintoh-y2ks
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固定資産税の特例について

対象者
（※１）

資本金額１億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備
等導入計画の認定を受けた者（大企業の子会社等を除く）。

対象設備
（※１）

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類（最低取得価格/販売開始時期）】
◆機械装置（160万円以上/10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上/5年以内）
◆器具備品（30万円以上/6年以内）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上/14年以内）
◆構築物（120万円以上/14年以内）
◆事業用家屋（取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの）

その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

特例措置 固定資産税の課税標準を、３年間 ゼロ～１／２（※３）に軽減

※１ 市町村によって異なる場合あり ※２ 家屋と一体となって効用を果たすものを除く ※３ 市町村の条例で定める割合
7

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地
方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

shintoh-y2ks
四角形



土地に係る固定資産税について、現行の負担調整措置等を３年間延長するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ
令和３年度は、評価替えを行った結果、課税額が上昇する全ての土地について、令和２年度税額に据置。

施策の背景

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済状況、
事業者の経営環境及び家計の所得環境が悪化する
中、固定資産税の負担増が収束後の経済の力強い
回復の支障となるおそれがある。
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三大都市圏平均

全国平均

地方平均

資料：国土交通省「地価公示」をもとに平成20年=100とした指数値を推計。

平成29年１月１日時点の地価
公示をもとに平成30～令和２年
の固定資産評価額を算定

令和２年１月１日時点の地価
公示をもとに令和３～５年の
固定資産評価額を算定

コロナショック
からの回復期
に増税で冷水
を浴びせる
可能性

コ
ロ
ナ
シ
ョ
ッ
ク

商業地の地価動向

+8.0%

+15.1%

+3.0%

要望の結果

※令和３年度評価替えは、令和２年１月１日時点の地価公示に基づき実施
され、これを基に３年間課税される。

・新型コロナウイルス感染症の影響により経済が大きな打撃
を受ける中で、GDPは2020年４-６月期に大きく落ち込んだ後、
未だコロナ前の水準に回復しておらず、企業の経営環境の改
善や民間投資の喚起等が急務。

・令和３年度は、３年に一度の評価替えの年であり、近年、地
価が全国的に上昇傾向にあった中で、多くの地点で固定資
産税負担が増加する見込み。

・ 現行の負担調整措置等を３年間（令和３年４月１日～令和６年３月31日）延長する。

・ 令和３年度は、評価替えを行った結果、課税額が上昇する全ての土地について、令和２年度税額に据置。

土地に係る固定資産税の負担調整措置等の延長と経済状況に応じた措置
（固定資産税・都市計画税）



納
税
の
猶
予

事業収入が
20％以上
減少

個別の事情
がある場合

68
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昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状
況を踏まえ、以下の措置を講じています。
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令和２年２月から納期限までの一定の期間（１か月以上）において、事業
収入が減少（前年同期比概ね20％以上）

→ 無担保＋延滞税なしで、１年間納税猶予

原則全ての税（詳細は70ページ）

国税（詳細は71ページ）
・原則、１年間猶予（状況に応じて更に１年間猶予される場合あり)
・猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除
・財産の差押えや換価（売却）が猶予

※税務署において所定の審査を行います。
※地方税においても、国税と同様の措置を講じるよう、国から地方公共団体に要請

いたしました。（詳細はP70）
＜個別の事情＞
①災害により財産に相当な損失が生じた場合 ②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
③事業を廃止し、又は休止した場合 ④事業に著しい損失を受けた場合

＜①申告（及び納税）にお困りの方＞（詳細は69ページ）

＜②お支払いが困難な方＞
 納税期限（延長された期限を含む。）までにお支払いが困難な方

〇イメージ（事業収入が20％以上減少している方の申告所得税の場合）

令和２年3月16日
※4月16日に延長
４月17日以降も
柔軟に受付

通常の
申告期限

令和２年６月30日
※個別に指定

延長後 納税期限

令和３年6月30日

①の制度により延長 ②の制度により猶予

※上記以外の税目についても個別に延長対応している場合がございますので、
【地方税】はお住まいの市区町村に、【国税】は最寄りの税務署に、延滞税・利子税に関する
御質問を含めて、ご確認ください。

税務署へ
申し出

個人・法人全ての方が対象

申
告
・
納
税
期
限
の
延
長

全事業者

・申告所得税(及び復興特別所得税) ・法人税
・消費税 ・贈与税
・相続税 の申告（※）
→ 申告期限以降も、柔軟に受付

 基本的には、延滞税・利子税は発生しません
 申告書の作成又は来署することが可能になった時点での税務署への申し出

で受け付けます。

申告が必要な以下の税
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昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での拡大状況に鑑み、更に確定申告
会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限
内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、令和２年４月
17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。

詳細は、 国税庁 で検索、または、以下のURLよりご確認ください。

○申告期限の柔軟な取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-
021_01.pdf

 ４月17日以降の申告相談につきましては、原則として、事前予約制とするなど、感染
リスク防止により一層配意した形で行うことといたします。

 確定申告会場に出向かなくても自宅等から簡単に申告を行っていただけるよう、スマー
トフォン等によるe-Taxなどの手段をご用意しています。

 令和元年分の還付申告については、５年間（令和６年12月31日まで）申告する
ことが可能です。

従来 対応策
申告所得税
(及び復興特別所得
税)

令和２年３月16日 ・４月16日まで期限を延長

・４月17日以降であっても
柔軟に確定申告書を受付

※申告書の作成又は来署するこ
とが可能になった時点で税務署
へ申し出ていただければ、申告期
限延長の取扱いをさせていただき
ます。

個人事業者の
消費税
(及び地方消費税)

令和２年３月31日

贈与税 令和２年３月16日
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また、法人税・法人の消費税の申告・納付についても、新型コロナウイルス感染
症の影響により、法人がその期限までに申告・ 納付ができないやむを得ない理
由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。

○法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と
源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-
044.pdf

１．税務申告・納付期限の延長

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
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２．事業収入が減少する場合の納税猶予（国税・地方税）の特例
大
企
業

中
堅
企
業

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減して
いるという状況を踏まえ、令和２年２月以降、事業収入が減少（前年同月比
▲20％以上）し、納税が困難となった事業者について、無担保かつ延滞税なし
で納税を猶予します。法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税
が対象となります。

詳細は、以下のURLまたは右のQRコードよりご確認ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf

※標準的な税の納付期限
・法人税 事業年度終了から２ヶ月以内（３月末決算であれば５月末）
・消費税 事業年度終了から２ヶ月以内（同上）
※個人事業者は３月末（令和２年は４月16日）

・申告所得税 ３月15日（※令和２年は４月16日以降も柔軟に申告を受付）
・固定資産税 基本的に、４～６月で自治体が定める日（第１期分）
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令和２年２月から納期限までの一定の期間（１ヶ月以上）において、
事業収入が前年同期比概ね20%以上減少した場合、
※ 法人の収入（売上高）のほか、個人の方の経常的な収入（事業の売

上、給与収入、不動産収入）等を指します。個人の方の「一時所得」な
どは対象となりません。

 原則、１年間納税猶予が認められます。
 担保の提供は不要です。
 猶予期間中の延滞税が免除されます。

猶予が認められると、所轄の税務署等から「納税の猶予許可通知書」が送付
されます。
※この「納税の猶予許可通知書」のほか、猶予期間中に「納税証明書」
（その１）を取得すると、「新型コロナ臨時特例法第３条による納税の猶予
が適用」された旨が記載されます。地方税の場合、猶予許可通知書をもって
納税証明に代えることが可能となる場合があります。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
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３．個別の事情がある場合の国税の納付猶予制度
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新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが
困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認め
られることがあります。また、以下の事情がある場合には、納税の猶予
が認められることがあります。まずはお電話で所轄の税務署にご相談く
ださい。税務署において所定の審査を早期に行います。

【個別の事情】
①災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、
備品や棚卸資産を廃棄した場合

②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、
国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用

③事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時
に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額

④事業に著しい損失を受けた場合
納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、
国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額

詳細は、 国税庁 で検索、または、
以下のURLもしくは右のQRコードよりご確認ください。

猶予が認められた場合
 原則、１年間猶予が認められます。

（状況に応じて更に１年間猶予される場合があります。)
 猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。
 財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/
nofu_konnan.htm
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https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
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４．個別の事情がある場合の地方税の納付猶予制度
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１．徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付す
ることができない場合は、申請による換価の猶予制度が認められ
ることがあります。

２．申請による換価の猶予

【お問合せ先】
徴収の猶予等に関する具体的なご相談・お問い合わせは、
お住まいの都道府県・市区町村にお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に納税者（ご家族を含む。）がり患さ
れた場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以
下のようなケースに該当する場合は、猶予制度が認められることが
あります。
【個別の事情】
①災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、
備品や棚卸資産を廃棄した場合

②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

③事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

④事業に著しい損失を受けた場合
納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受け
た納税者等、売上げの急減により納税資力が著しく低下している
納税者等への徴収の猶予等について、迅速かつ柔軟に適切に対
応するよう、地方公共団体に対し要請をいたしました。
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１．欠損金の繰戻し還付制度
資本金１億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付し

た法人税の一部還付を受けることができます。
今般、本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大します。

欠損金の繰戻し還付

73

現行 特例
中小企業者（資本金１億円以下） 資本金１億円超～10億円以下の法人に拡大

※令和２年２月１日から令和４年１月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について適用
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等詳細は以下のURLまたは右のQRコードよりご確認ください。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure3.pdf

400

還付

前事業年度 当年度

繰戻

欠損金（▲400）

〇制度のイメージ

２．災害損失欠損金の繰戻し還付制度
新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生した場合には、災害損失欠損金の繰

戻しによる法人税額の還付を受けられる場合があります。
※災害損失欠損金の繰戻し還付制度とは、災害により災害損失欠損金が生じた法人について、災害のあった
日から同日以後１年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後６月を
経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額を、その災害欠損事業年度開始
の日前１年（青色申告書を提出する法人である場合には、前２年）以内に開始した事業年度に繰り戻して
法人税の還付を受けることができる制度です。

例えば以下のような費用や損失は、
災害損失欠損金に該当します。
 飲食業者等の食材の廃棄損
 感染者が確認されたことにより廃棄

処分した器具備品等の除却損
 施設や備品などを消毒するために

支出した費用
 感染発生の防止のため、配備する

マスク、消毒液、空気清浄機等の
購入費用

 イベント等の中止により、廃棄せざる
を得なくなった商品等の廃棄損

対応する税額

所得

還付

当年度

繰戻

欠損金額

〇制度のイメージ

1,000

うち災害損失

所得

対応する税額 対応する税額

繰戻
（青色申告の場合は、2年前まで可能）

別添㊱
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 中小企業者等の法人税率は、年800万円以下の所得金額について19％に軽減（本則）。

 租税特別措置において、更に15％まで軽減されているが、適用期限を2年間延長する。

36

【本則：期限の定めなし】
【租税特別措置法：適用期限 令和4年度末まで】

対象 本則税率 租特税率

大法人
（資本金1億円超の法人） 所得区分なし 23.2％ －

中小法人
（資本金1億円以下の法人）

年800万円超の所得金額 23.2％ －

年800万円以下の所得金額 19％ 15％

（２ー５）中小企業者等の法人税の軽減税率の延長（法人税・法人住民税）

改正概要

延長別添㊳
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